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      生 駒 市 学 研 高 山 地 区 環 境 保 全 対 策 基 本 指 針  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 基 本 指 針 は 、 本 市 学 研 高 山 地 区 に お い て 、 先 端 科 学 技 術 分

野 に お け る 教 育 、 研 究 活 動 及 び 研 究 開 発 型 産 業 （ 以 下 「 事 業 活 動 」 と

い う ｡ )を 営 む 事 業 者 （ 以 下 「 事 業 者 」 と い う ｡ )が 取 り 扱 う す べ て の 元

素 及 び そ の 化 合 物 （ 以 下 「 化 学 物 質 等 」 と い う ｡ )並 び に 生 物 の う ち 、

環 境 保 全 上 注 意 を 要 す る も の の 適 正 管 理 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

こ と に よ り 、 環 境 汚 染 及 び 事 故 、 災 害 等 を 未 然 に 防 止 し 、 良 好 な 地 域

環 境 を 確 保 す る と と も に 、 周 辺 地 域 に お け る 緑 豊 か な 自 然 環 境 と の 調

和 を 図 り 、 も っ て 住 民 福 祉 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 環 境 保 全 対 策 委 員 会 ）  

第 ２ 条  市 長 は 、 事 業 者 が 事 業 活 動 を 開 始 す る 際 に 、 環 境 保 全 に 係 る 関

係 法 令 及 び こ の 基 本 指 針 の 履 行 に 関 し 、 必 要 と な る 協 定 等 の 審 査 を 行

う と と も に 、 事 業 者 の 事 業 活 動 開 始 後 に お け る 、 こ の 基 本 指 針 及 び 協

定 の 履 行 状 況 を 把 握 す る た め 、 生 駒 市 学 研 高 山 地 区 環 境 保 全 対 策 委 員

会 （ 以 下 「 対 策 委 員 会 」 と い う ｡ )を 設 置 す る 。  

２  対 策 委 員 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る も

の と す る 。  

(１ )  学 識 経 験 者  

(２ )  北 地 区 自 治 連 合 会 の 代 表  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

（ 関 係 法 令 の 遵 守 ）  

第 ３ 条  事 業 者 は 、 第 １ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 環 境 汚 染 等 の 未 然 防

止 に つ い て 社 会 的 責 務 を 有 す る も の で あ る こ と を 深 く 認 識 し 、 環 境 保

全 に 係 る 関 係 法 令 及 び 関 係 指 針 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 環 境 保 全 計 画 書 等 ）  



 

 

第 ４ 条  事 業 者 は 、 事 業 活 動 を 開 始 す る た め 新 規 に 施 設 を 設 置 す る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 で 環 境 保 全 上 必 要 な 内 容 を 記 載 し た 環 境 保 全 計 画

書 （ 以 下 「 計 画 書 」 と い う ｡ )を 提 出 し 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。  

(１ )  施 設 計 画 の 概 要 に 関 す る 事 項  

(２ )  事 業 活 動 の 概 要 に 関 す る 事 項  

(３ )  環 境 保 全 に 係 る 管 理 組 織 の 整 備 に 関 す る 事 項  

(４ )  研 究 従 事 者 等 に 対 す る 安 全 管 理 教 育 に 関 す る 事 項  

(５ )  組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 の 安 全 管 理 に 関 す る 事 項  

(６ )  放 射 性 同 位 元 素 等 の 安 全 管 理 に 関 す る 事 項  

(７ )  化 学 物 質 等 の 安 全 管 理 に 関 す る 事 項  

(８ )  生 物 の 安 全 管 理 に 関 す る 事 項  

(９ )  水 質 汚 濁 防 止 対 策 に 関 す る 事 項  

( 1 0 )  大 気 汚 染 防 止 対 策 に 関 す る 事 項  

( 1 1 )  廃 棄 物 の 処 理 対 策 に 関 す る 事 項  

( 1 2 )  そ の 他 の 環 境 保 全 対 策 に 関 す る 事 項  

( 1 3 )  監 視 測 定 体 制 の 整 備 に 関 す る 事 項  

( 1 4 )  施 設 及 び 設 備 の 保 守 管 理 に 関 す る 事 項  

( 1 5 )  事 故 、 災 害 等 の 未 然 防 止 対 策 及 び 対 応 措 置 に 関 す る 事 項  

( 1 6 )   そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  事 業 者 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が 生 じ る 場 合 は 、 速 や か に

変 更 計 画 書 を 提 出 し 、 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 事 業 者 か ら 第 １ 項 の 計 画 書 又 は 第 ２ 項 の 変 更 計 画 書 の 提 出

が あ っ た 場 合 に は 、 対 策 委 員 会 に 諮 問 す る も の と す る 。  

（ 説 明 会 の 開 催 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 事 業 者 が 、 事 業 活 動 を 開 始 す る た め 新 規 に 施 設 を 設 置

す る 場 合 は 、 事 前 に 北 地 区 自 治 連 合 会 と 協 議 し 、 必 要 に 応 じ て 施 設 の



 

 

建 築 工 事 着 手 ま で に 、 前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 概 要 に つ い て の

説 明 会 を 、 事 業 者 の 出 席 の 下 に 開 催 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 説 明 会 に お け る 北 地 区 自 治 連 合 会 の 意 向 等 に つ い て 、

対 策 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 協 定 の 締 結 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 対 策 委 員 会 の 意 見 等 を 踏 ま え 、 事 業 者 と 環 境 保 全 に 係

る 協 定 を 締 結 す る も の と す る 。  

（ 組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 の 安 全 管 理 ）  

第 ７ 条  事 業 者 は 、 組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 を 実 施 す る 場 合 は 、 「 遺 伝 子 組 換

え 生 物 等 の 使 用 等 の 規 制 に よ る 生 物 の 多 様 性 の 確 保 に 関 す る 法 律 」 を

厳 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 放 射 性 同 位 元 素 等 の 安 全 管 理 ）  

第 ８ 条  事 業 者 は 、 放 射 性 同 位 元 素 を 取 り 扱 い 、 又 は 放 射 線 を 発 生 す る

装 置 を 使 用 す る 場 合 は 、 「 放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防 止

に 関 す る 法 律 」 、 「 放 射 性 同 位 元 素 等 車 両 運 搬 規 則 」 及 び そ の 他 関 係

法 令 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 の 許 可 を 得 た 核 種 以 外 の 放 射 性 同 位 元

素 を 使 用 し て は な ら な い 。  

３  事 業 者 は 、 前 項 の 核 種 の 排 気 、 排 液 の 濃 度 に つ い て は 、 「 平 成 １ ２

年 １ ０ 月 ２ ３ 日 科 学 技 術 庁 告 示 第 ５ 号 」 （ 放 射 線 を 放 出 す る 同 位 元 素

の 数 量 等 を 定 め る 件 ） に 定 め る 排 出 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 化 学 物 質 等 の 安 全 管 理 ）  

第 ９ 条  事 業 者 は 、事 業 活 動 に 伴 っ て 使 用 す る 化 学 物 質 等 に つ い て 、「 化

学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 」 、 「 毒 物 及 び 劇 物 取 締

法 」 、 「 消 防 法 」 、 「 高 圧 ガ ス 保 安 法 」 及 び そ の 他 関 係 法 令 に 従 い 、

そ の 種 類 、 性 状 、 数 量 、 保 管 状 況 等 を 常 に 把 握 す る と と も に 、 適 正 な

管 理 を 行 い 、 そ の 取 扱 い に 際 し て は 最 大 の 注 意 を 払 う も の と す る 。  



 

 

（ 生 物 の 安 全 管 理 ）  

第 １ ０ 条  事 業 者 は 、 事 業 活 動 に 伴 っ て 使 用 す る 生 物 に つ い て 、 「 遺 伝

子 組 換 え 生 物 等 の 使 用 等 の 規 制 に よ る 生 物 の 多 様 性 の 確 保 に 関 す る 法

律 」 、 「 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 」 及 び そ の 他 関 係 法 令 を 遵

守 す る と と も に 、 そ の 取 扱 い に 際 し て は 、 最 大 の 注 意 を 払 う も の と す

る 。  

（ 水 質 汚 濁 防 止 対 策 ）  

第 １ １ 条  事 業 者 は 、 事 業 活 動 に 伴 う 排 水 に つ い て 、 「 下 水 道 法 」 そ の

他 関 係 法 令 に 従 い 、 適 正 な 処 理 を 行 う と と も に 、 公 共 下 水 道 へ の 排 出

に 際 し て は 、 下 水 道 法 及 び 生 駒 市 下 水 道 条 例 に 掲 げ る 項 目 に つ い て の

基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 大 気 汚 染 防 止 対 策 ）  

第 １ ２ 条   事 業 者 は 、 事 業 活 動 に 伴 う 排 気 に つ い て 、「 大 気 汚 染 防 止 法 」

そ の 他 関 係 法 令 に 従 い 、 適 正 な 処 理 を 行 う と と も に 、 そ の 排 出 に 際 し

て は 、 別 表 に 定 め る 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 廃 棄 物 の 処 理 対 策 ）  

第 １ ３ 条   事 業 者 は 、 事 業 活 動 に 伴 っ て 発 生 す る 廃 棄 物 に つ い て 、 「 廃

棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 」 そ の 他 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 そ の 減

量 に 努 め る と と も に 、 自 ら の 責 任 に お い て 適 正 に 処 理 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  事 業 者 は 、 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 シ ス テ ム の 導 入 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

３  事 業 者 は 、 廃 棄 物 の 処 理 を 委 託 す る 場 合 に は 、 市 長 と 協 議 し 、 適 正

な 処 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 の 環 境 保 全 対 策 ）  

第 １ ４ 条  事 業 者 は 、 騒 音 、 振 動 、 悪 臭 、 地 下 水 汚 染 、 土 壌 汚 染 等 に つ

い て 、 そ れ ぞ れ の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 環 境 の 保 全 に 最 大 の 努 力 を 払 う



 

 

も の と す る 。  

（ 監 視 測 定 体 制 の 整 備 等 ）  

第 １ ５ 条  事 業 者 は 、 市 長 と 協 議 の 下 に 、 事 業 活 動 に 伴 う 排 水 、 排 気 等

に つ い て 、 監 視 測 定 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 関 係 法 令 に 従 い 、 監 視

測 定 を 行 い 、 そ の 記 録 を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

２  事 業 者 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 異 常 が 生 じ た 場 合 に は 、 市 長 に 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 当 該 地 域 の 環 境 保 全 に 万 全 を 期 す る た め 、 定 期 的 に 測 定 調

査 を 実 施 す る 。 こ の 場 合 、 事 業 者 は 、 そ の 測 定 調 査 に 協 力 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 施 設 及 び 設 備 の 保 守 管 理 ）  

第 １ ６ 条   事 業 者 は 、 施 設 及 び 設 備 の 保 守 点 検 を 定 期 的 に 行 い 、 常 に 良

好 な 状 態 を 維 持 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 故 、 災 害 等 の 未 然 防 止 対 策 及 び 対 応 措 置 ）  

第 １ ７ 条  事 業 者 は 、 事 故 、 災 害 等 の 未 然 防 止 対 策 及 び 対 応 措 置 に つ い

て 、 消 防 、 警 察 等 関 係 機 関 と 十 分 に 協 議 し 、 事 故 又 は 災 害 時 の 体 制 を

確 立 す る と と も に 、 こ れ ら に 基 づ く 教 育 訓 練 等 を 実 施 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  事 業 者 は 、 事 故 、 災 害 等 の 緊 急 時 に は 、 事 業 活 動 の 全 部 又 は 一 部 を

一 時 停 止 す る と と も に 、 応 急 措 置 を 実 施 の 上 、 消 防 、 警 察 等 関 係 機 関

に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 故 、 災 害 等 の 状 況

に 応 じ 、 化 学 物 質 等 の 性 状 、 毒 性 、 環 境 影 響 等 の 情 報 を 併 せ て 報 告 す

る も の と す る 。  

３  事 業 者 は 、 事 故 又 は 災 害 等 の 緊 急 時 に は 、 市 長 及 び 関 係 機 関 と 共 同

し て 、 そ の 事 態 の 収 拾 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 施 設 の 増 改 築 等 ）  

第 １ ８ 条   事 業 者 は 、 施 設 の 増 改 築 等 を 行 う 場 合 に は 、 当 該 施 設 計 画 書



 

 

を 提 出 し 、 事 前 に 市 長 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 等 ）  

第 １ ９ 条  市 長 は 、 事 業 者 に 対 し 、 環 境 保 全 の 立 場 か ら 事 業 活 動 に 伴 う

事 項 に つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る も の と し 、 事 業 者 は こ れ に 協

力 し な け れ ば な ら な い 。  

２  対 策 委 員 会 は 、 環 境 保 全 に 係 る 事 項 の う ち 、 こ の 基 本 指 針 及 び 協 定

の 履 行 状 況 等 に つ い て 、 市 長 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 事 業 者 の 出 席 を 求 め る こ と が

で き る も の と す る 。  

（ 立 入 調 査 ）  

第 ２ ０ 条  市 長 は 、 環 境 保 全 の 立 場 か ら 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 市 の 職 員

を 事 業 者 の 施 設 内 に 立 入 調 査 さ せ る こ と が で き る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 対 策 委 員 会 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 は 、 対 策 委 員 会 と と も に

立 入 調 査 を 実 施 す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 苦 情 等 の 処 理 ）  

第 ２ １ 条   事 業 者 は 、 周 辺 住 民 か ら 環 境 保 全 に 係 る 苦 情 等 の 申 出 が あ っ

た 場 合 に は 、 直 ち に 当 該 苦 情 等 の 原 因 と な っ て い る 事 実 に つ い て 調 査

し 、 市 長 と 協 議 の 上 、 誠 意 を も っ て 迅 速 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 従 い 事 業 者 か ら 協 議 が あ っ た 場 合 、 若 し く は 周 辺 住

民 か ら 申 出 が あ っ た 場 合 に は 、 対 策 委 員 会 の 意 見 等 を 聴 取 し 、 責 任 を

も っ て そ の 対 応 に あ た る も の と す る 。  

（ 補 償 ）  

第 ２ ２ 条   事 業 者 は 、 事 業 活 動 に 伴 い 、 周 辺 住 民 の 健 康 及 び 財 産 に 被 害

を 及 ぼ し た 場 合 は 、 誠 意 を も っ て 協 議 し 、 正 当 な 補 償 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 対 策 委 員 会 に 協 議 す る と と も に 、 公



 

 

害 等 補 償 対 策 委 員 会 を 設 置 し 、 責 任 を も っ て そ の 解 決 に あ た る も の と

す る 。  

（ 地 位 の 承 継 ）  

第 ２ ３ 条   事 業 者 は 、 施 設 の 全 部 若 し く は 一 部 を 第 三 者 に 譲 渡 又 は 貸 与

し 、 あ る い は 事 業 者 に 関 係 す る 合 併 等 を し よ う と す る 場 合 は 、 あ ら か

じ め 市 長 に 協 議 す る と と も に 、 こ の 基 本 指 針 及 び 第 ６ 条 の 規 定 に よ る

協 定 上 の 地 位 を 当 該 第 三 者 に 承 継 さ せ る も の と す る 。  

（ 違 反 時 の 措 置 及 び 公 表 ）  

第 ２ ４ 条   市 長 は 、 事 業 者 が こ の 基 本 指 針 又 は 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 協 定

を 遵 守 し な い と き は 、 事 業 者 に 対 し 必 要 な 措 置 を と る よ う 指 示 し 、 事

業 者 は 、 そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 事 業 者 が こ の 基 本 指 針 又 は 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 協 定 に 違 反

し 、 事 故 、 災 害 等 の 発 生 の 恐 れ が 生 じ 、 周 辺 住 民 の 健 康 及 び 財 産 に 被

害 を 及 ぼ す と 認 め ら れ る 場 合 は 、 事 業 者 に 対 し 、 事 業 活 動 の 全 部 又 は

一 部 の 一 時 停 止 、そ の 他 必 要 な 措 置 を 指 示 す る こ と が で き る も の と し 、

事 業 者 は 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

３  市 長 は 、 事 業 者 が 前 ２ 項 の 指 示 に 従 わ な い 場 合 は 、 そ の 違 反 内 容 等

を 公 表 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 市 長 は 、 事 業 者 の 知 的 所 有 権 の

保 護 に つ い て 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 緑 化 の 推 進 ）  

第 ２ ５ 条   事 業 者 は 、周 辺 地 域 の 緑 豊 か な 自 然 環 境 と の 調 和 を 図 る た め 、

敷 地 内 に お い て 積 極 的 な 緑 化 に 努 め る も の と す る 。  

（ 地 域 社 会 へ の 協 力 ）  

第 ２ ６ 条   事 業 者 は 、市 又 は 周 辺 住 民 が 地 域 交 流 事 業 等 を 行 う 場 合 に は 、

こ れ ら 事 業 に 積 極 的 に 参 加 す る と と も に 、 支 障 と な ら な い 範 囲 に お い

て 、 事 業 者 の 施 設 を そ の 利 用 に 供 す る 等 、 地 域 社 会 へ の 協 力 に 努 め る

も の と す る 。  



 

 

（ 施 行 の 細 目 ）  

第 ２ ７ 条   こ の 基 本 指 針 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。 

 

 附   則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 基 本 指 針 は 、 平 成 ５ 年 ８ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 基 本 指 針 の 施 行 の 際 現 に 行 わ れ た 手 続 き そ の 他 の 行 為 は 、 こ の

基 本 指 針 中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が あ る と き は 、 こ の 基 本 指 針 に よ っ

て 行 わ れ た も の と み な す 。  

 附   則  

 こ の 告 示 は 、 平 成 １ ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附   則  

 こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ０ 年 ５ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附   則  

 こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

附   則  

こ の 告 示 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

別 表 （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  
 
 

     項   目  評価点     許 容 限 度  

 
 いおう酸化物 

 
 排出口 

 大気汚染防止法施行規則第３ 
 条第１項に定める算式におい 
 てＫ値を１７．５とする量 

 ばいじん  排出口  大気汚染防止法施行規則第４ 
 条に掲げる量 

 カドミウム及びその化合物 
 塩素及び塩化水素 
 フッ素 
 フッ化水素及びフッ化珪素 
 鉛及びその化合物 

 
 
 排出口 

 大気汚染防止法施行規則第５ 
 条第１項第１号に掲げる量 

 窒素酸化物  排出口  大気汚染防止法施行規則第５ 
 条第１項第２号に掲げる量 

 

 

 


